
本交付金は、次に掲げる交付金相当部分毎に交付限度額を算定し、地方公共団体はその合計額の範囲内で 

交付対象措置の中から事業を選択し、実施することができます。 

電源立地地域対策交付金の概要 

 

＜交付対象措置＞ 

 

     ○ 地域振興計画作成等措置  

 

     ○ 温排水関連措置 

 

     ○ 公共用施設整備措置 

 

     ○ 企業導入・産業活性化措置 

 

     ○ 福祉対策措置 

 

     ○ 地域活性化措置 

 

     ○ 給付金交付助成措置  

 

■電源立地等初期対策交付金相当部分 

事業の選択 交付金適用 

■原子力発電施設等立地地域長期発展対策交
付金相当部分 

■電源立地促進対策交付金相当部分 

■原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分 

■電力移出県等交付金相当部分 

■水力発電施設周辺地域交付金相当部分 

限
度
額
合
計 



電源立地地域対策交付金の概要 

    交付金の種類      交付対象自治体・交付期間        交付実績（Ｈ２５） 

■電源立地等初期対策
交付金相当部分 

発電用施設の設置が見込まれる都道府県及び市町村に対し、
立地可能性調査開始の翌年度から運転開始年度まで交付。 

・島根原子力発電所３号機分 

 県：４，０００万円、松江市：４，０００万円 

■電源立地促進対策交 

付金相当部分 

  

 

一定規模以上の発電用施設が設置される市町村及びその隣
接市町村等に対し、設置工事開始年度から運転開始５年後の
年度まで交付。 

・島根原子力発電所３号機分 

 交付終了 

      （※参考 H24年度：４２９万円）  

■原子力発電施設等周 

辺地域交付金相当部分 

本交付金は、原子力発電施設等が所在する市町村及び隣接市
町村を域内に有する都道府県に対し、設置工事開始年度から
運転終了年度まで交付。 

・島根原子力発電所分 

 県：８，８２５万円 

 松江市：１６９，６１１万円 

■電力移出県等交付金 

相当部分 

都道府県等に対し、都道府県内の発電電力量が都道府県内の
消費電力量を１．５倍以上の比率で上回っている場合に交付。  

県：７６，６６９万円、松江市：２２，７８８万
円、その他市町（１１市町）：３６７万円 

■水力発電施設周辺地 

域交付金相当部分   

 

   

運転開始後１５年以上経過している水力発電施設が所在し、そ
の評価出力の合計が１，０００ｋＷ以上で、かつ、基準発電電力
量の合計が５００万ｋＷｈ以上の水力発電所がある市町村へ、
最大４０年間交付。 

浜田市：９１５万円、出雲市：６００万円、
益田市：６００万円、安来市：４４０万円、
江津市：４４０万円、雲南市：１，２００万円、
奥出雲町：４４０万円、飯南町：６２０万円、 

美郷町：９７７万円、津和野町：４４０万円、
吉賀町：４４０万円（県内交付市町村１１、
交付総額７，１１２万円） 

■原子力発電施設等  

立地地域長期発展対
策交付金相当部分 

原子力発電施設等の所在市町村に対し、運転開始の翌
年度から運転終了年度までの間、交付。 

松江市 ７６，２３８万円 

 

現在、県内で交付を受けてる電源立地地域対策交付金の概要は次のとおりです。 


